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日
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に
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け
る
仮
登
記
担
保

の
問
題
状
況
-

三
種
の
神

(
器
の

一
人
歩
き
と
そ
の
肯
認
状
況
ー

⇒

諸
外
国

に
於
け
る
仮
登
記
担
保
i
そ
の
不
存
在
の
情
況

(

と
流
抵
当
禁
止

の
法
制
1

　三

日
本
に
於
け
る
仮
登
記
担
保

に
関
す
る
法
制
-
国
税
徴

(
収
法
及
び
強
制
執
行
法
改
正
作
業

で
の
取
扱

い
ー

(
以
上
本
号
)

三

立
法
論
的
検
討
と
若
干
の
提
言

↓

換
価
制
度
上
の
前
手
続
の
設
置
の
必
要

×二

担
保
法

の
整
備

の
必
要

(

は

じ

め

に

(
1

)

従
来
よ
り
、
種

々
、
議
論
の
存
す
る
仮
登
記
担
保
と
り
わ
け
、
そ
の
原

因
を
代
物
弁
済
予
約
と
す
る
も

の
に
関
し
て
は
三

一
例

の
最
高
裁
判
所
の

判
例
の
変
遷
と
、

こ
れ
に
対
す
る
学
説

・
実
務

の
対
応
に
順
じ
て
、
多
く

(
2

)
の
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

ま
し
て
や
、
昭
和
四
九
年
の
最
高
裁
大
法

(
3

)

(
4

)

廷
判
決

の
現
出
す
る
に
及
ん
で
、
そ
れ
が
実
体
面
、
手
続
面
に
亘
る
問
題

(
5

)

を
内
包
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
議
論
の
錯
綜
を
き
わ
め
る
に
至

っ

た
と

い
え
る
。

そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
仮
登
記
担
保
に
関
す
る
諸
外
国

の
法
制
及
び
日

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

本
に
於
け
る
実
態
調
査
な
ら
び
に
法
制
を
概
観
し
、
そ
し
て
手
続
法
的
側

へ面
よ
り
、

こ
の
問
題

に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
、
最
終
的

に
は
、
近
時

の
強
制
執

行
法
改
正
作
業

の
遂
行
が
な
さ
れ
て
い
る
最
中

で
も
あ
る
の
で
、
私
な
り
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の
若
干

の
立
法
論
的
提
言
を
中
心
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
本

稿
を
研
究
ノ
ー
ト
と
銘
打

っ
た
手
前
、
出
来
る
限
り
、
そ

の
趣
旨
に
沿
う

積
り
で
あ
る
が
、

こ
れ
よ
り

の
逸
脱
が
あ
る
部
分
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
点

は
こ
宥
恕
願

い
た
い
。

(
1
)

周
知

の
如
く
、
代
物
弁
済
予
約
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全

仮
登
記
が
、
判
例
史
上
、
そ
の
担
保
的
性
格
を
保
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
の

確
認
を
得
た
の
は
、
昭
和
四
九
年

一
〇
月
二
三
日
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に

於
て
で
あ
る
。
そ
れ
迄
は
、
最
高
裁
判
例
を
辿
る
限
り
昭
和
四
二
年

=

月

二
六
日
の
第

一
小
法
廷
判
決
か
ら
近
く
は
昭
和
四
八
年

一
月
二
六
日
の
第

二

小
法
廷
の
判
決
に
至
る
三

一
例
の
判
例
を
み
る
と
ぎ
そ
の
性
格
づ
け
に
つ
い

て
迂
余
曲
折
が
存
し
た
。
従

っ
て
初
期
の
最
高
裁
判
決
の
頃
の
論
稿
で
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

仮
登
記
担
保
と
い
う
用
語
の
定
着
化
が
み
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。
以
下
に
於
て
は
、
大
法
廷
判
決
を
頂
点
と
し
て
、
こ
れ
に
至
る

迄
の
論
稿

・
資
料
と
大
法
廷
判
決
以
降
の
そ
れ
に
つ
い
て
年
代
順
に
こ
れ
を

列
記
し
た
。
な
お
、
仮
登
記
担
保
に
関
し
て
は
、
過
去
に
も
現
在
も
多
く
の

論
稿
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
若
干

の
も
の
は
例
外
と
し
て
主
と
し
て
自
己

弁
護
的
な
実
務
家
の
そ
れ
は
割
愛
し
て
い
る
こ
と
を
宥
恕
願
い
た
い
。

(
2
)

仮
登
記
担
保
は
そ
の
も
の
の
肯
認
状
況
と
い
う
よ
り
も
、
流
抵
当
契
約

に

関
連
し
て
代
物
弁
済
予
約
の
仮
登
記

の
契
約
そ
れ
自
体
の
有
効
性
が

一
時
は

問
題
と
さ
れ
た
。
以
下
は
当
該
契
約
の
有
効
性

に
疑
義
を
抱
く
か
、
そ
の
制

限
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
。
我
妻

・
債
権
各
論
(
上
)
1

一
部
無
効

・
不
合
理

な
内
容
の
改
訂
-
債
権
各
論
(
上
)所
収
、
白
羽

・
契
約
の
自
由
i
現
代
社
会

に
於
け
る
契
約

の
自
由
の
意
義
ー
契
約
法
大
系
1
、
白
羽

・
所
謂

∪
器
①
写
。。
-

く
賃
沼
σq
①
の
領
域
に
於
け
る
契
約

構

造

・
法
学
新
報
七
四
巻
四
号

・
五
号
、

星
野

・
現
代
に
お
け
る
契
約

・
講
座
現
代
法
8
、
椿

・
契
約
の
現
代
的
制
約

。
ジ

ュ
リ
ス
ト
四

　
三
号
(
昭
和
四
十
四
年
)
。

次
に
、
仮
登
記
全
般
の
諸
々
の
問
題
に
つ
い
て
、
実
務
家
の
立
場
か
ら
詳

論
し
た
内
海

・
仮
登
記
の
理
論
と
実
務

(
昭
和
三
七
年
、
改
訂
版
昭
和
四
十

八
年
)
は
、
大
阪

・
福
岡
に
於
け
る
昭
和

二
七
年
か
ら
三

一
年
迄
の
仮
登
記

事
件

の
内
容
の
分
析
を
含
む
各
種
の
理
論
的
問
題
点
を
指
摘
し
、
結
論
的

に

請
求
権
保
全
仮
登
記
の
存
置

に
つ
い
て
は
疑
問
を
呈
し
、
特
に
そ
の
利
用
が

脱
税

の
目
的
か
ら
少
か
ら
ず
利
用
さ
れ
て
い
る
現
況
に
対
し
て
、
そ
の
濫
用

防
止
策
の

一
還
と
し
て
登
録
税
の
改
正
等

の
必
要
を
唱
え
て
い
る
。
代
物
弁

済
予
約
を
原
因
と
す
る
非
典
型
担
保
の
性
格
づ
け
に
関
し
て
、
米
倉

・
抵
当

不
動
産
に
お
け
る
代
物
弁
済
の
予
約

・
ジ

ュ
リ
ス
ト
ニ
八

一
号
、
米
倉

・
譲

渡
担
保
そ
の
他
-
非
典
型
担
保
ー
ジ

ュ
リ
ス
ト
四
一
三
号
(
昭
和
四
四
年
)
は

本
来
、
代
物
弁
済
(予
約
)
は
清
算
型
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
生
熊

・
仮
登

記

に
つ
い
て
1
物
権

・
債
務
と
い
う
概
念
と
の
関
係
に
於
て
1
法
学
三
六
巻

三
号

(
昭
和
四
七
年
)、
生
熊

・
仮

登

記
の
機
能
的
類
別
に
つ
い
て

・
民
商

法
雑
誌
六
九
巻
四
号
(
昭
和
四
九
年
)
、
私
法
三
六
号

(
昭
和
四
九
年
)
の
う

ち
後
者
は
、
代
物
弁
済
予
約
の
仮
登
記
は
、
中
間
的
権
利
で
あ
る
は
ず
で
あ

る
が
、
む
し
ろ
機
能
面
で
は
担
保
物
権
の
本
登
記
的
機
能
を
有
し
て
い
る
側

面
が
あ
り
、
こ
の
限
り
で
は
担
保
物
権
的
構
成
を
示
唆
し
、
加
え
て
不
動
産

登
記
法
に
所
謂
、
債
権
的
請
求
権
保
全
の
仮
登
記

(
二
条
二
号
)
と
物
権
保

全

の
仮
登
記

(
二
条

一
号
)
と
の
間
に
明
確
な
機
能
的
類
別
は
今
や
存
し
な

い
と
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
遠
田

・
代
物
弁
済
の
機
能
の
変
遷

・
広
大
政
経
論
叢

二

一
巻
五

号

・
六
号
、
上
杉

・
代
物
弁
済
と
そ
の
予
約
に
関
す
る
判
例
の
研
究

・
司
法
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研
究
報
告
書
二
三
巻
三
号

(
昭
和
四
九
年
二
月
)、
椿

・
代
物

弁

済
予
約
の

研
究

・
有
斐
閣

(昭
和
五
〇
年
四
月
)
、
特
に
後
者
は
論
者
の
代
物

弁

済
予

約
に
関
す
る
集
大
成
で
あ
る
。

こ
う
し
た
仮
登
記
担
保
の
性
格

・
内
容
に
関
す
る
議
論
の
最
中

に
あ
っ
て

仮
登
記
担
保
に
関
す
る
立
法
化
の
動
き
な
い
し
は
試

案

の
提

示
も
行
わ
れ

た
。
清
水
誠

・
仮
登
記
担
保
…
立
法
試
案

の
提
示
ー
私
法
三
四
号

(
昭
和
四

七
年
)、
我
妻

・
仮
登
記
担
保
試
案

(昭
和
四
七
年

一
二
月
)
、
こ
う
し
た
試

案
の
基
礎
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
・
不
動
産
担
保
制
度
に
関
す
る
当
面
の
課
題

・
私
法
三
四
号

(
昭
和

四
七
年
)
。

以
上
の
如
き
、
実
体
面
で
の
動
き
に
対
応
し
て
、
進
行
申
で
あ

っ
た
強
制

執
行
法
改
正
試
案
の
提
出
に
伴

っ
て
立

法

獄
案
め
ぐ
る
議

論
も
活
発
化
し

た
。
研
究
会

・
強

制
執

行

法
改
正
要
綱
と
民
法

・
ジ

轟
リ
ス
ト
五

一
七
号

(
昭
和
四
七
年
)
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
強
制
執
行
法
改
正
と
実
体
法

・
私
法
三

五
号

(
昭
和
四
八
年

一
〇
月
)
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
、
強
制
執
行
法
の
場
面
を
借
り
て
登
場
し
て
来
た
仮
登
記
担
保

に
関
し
て
は
、
訴
訟
法
学
者
側
の
反
応
が
存
す
る
の
も
極
め
て
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
古
く
は
国
税
徴
収
法
の
立
法
化
に
際
し
て
仮
登
記
担
保
の
取
扱

い

に
触
れ
る
、
三
ケ
月

・
強
制
執
行
と
滞
納
処
分

の
統

一
的
理
解

・
民
事
訴
訟

法
研
究
ご
巻

(
昭
和
三
五
年
)
を
始
め
と
し
て
、
竹
下

・
不
動
産
競
売

に
於

け
る
物
上
負
担
の
取
扱

・
裁
判
法
の
諸
問
題

〔
兼
子
博
士
還
歴
記
念
〕
(
下
)

(
昭
和
四
五
年
三
月
)
、
中
野

・
強
制
執
行
に
お
け
る
変
態
担
保

・
演
習
罠
事

訴
訟
法

(
下
)
(昭
和
四
八
年
)
二
八
三
ペ
ー
ジ
、
中
野
11
竹

下
ー
浦

野

・

〔
研
究
会
∪
実
態
調
査
か
ら
み
た
不
動
産

競

売

・
判
例
タ
イ
ム
ズ
三

=

一号

(昭
四
九
年
三
月
)
、
坂
本

・
抵
当
権
実
行
と
代
物
弁
済
予
約

の
仮
登
寵
の
効

力

〔
斎
藤

・
山
木
戸
還
歴
記
念
〕
(
上
)
(昭
和
四
九
年
八
月
)
、
近
く

は

大

法
廷
判
決
後

の
、
石
川

(明
)
・
仮
登
記
担
保
判
決
と
手
続
上
の
問
題
点

.
商

事
法
務

〔仮
登
寵
担
保
の
実
務
研
究
〕
(昭
和
五
〇
年
三
月
)
、
及
び
申
野

.

仮
登
記
担
保
権
と
競
売
手
続
と
の
関
係

・
ジ

ュ
リ
ス
ト
五
九
〇

(
昭
和
五
〇

年
)
、
福
永

・
仮
登

記

担
保
権
の
実
行
方
法
と
そ
の
効
果

・
判
例
タ
イ
ム
ズ

三

一
六
号

(
昭
和
五
〇
年
四
月
)
、
さ
ら
に
竹
下

・
仮
登
記
担
保
と
不
動

産

競
売

・
私
法
学
の
新
た
な
展
開

〔我
妻
先
生
追

悼

論
文
集
〕
(
昭
和
五
〇
年

九
月
)
六
三
九
ぺ
ー
ジ
、
及
び
上
田

・
仮
登
記
担
保
権
の
実
行
と
競
売
手
続

・
法
律
時
報
四
七
巻

一
一
号

(
昭
和
五
〇
年

一
〇
月
)

二
七
ぺ
ー
ジ
、
そ
し

て
、
申
野
・仮
登
記
担
保
と
競
売
手
続

〔
判
例
問
題
研
究
-
強
制
執
行
法
〕
(
昭

和
五
〇
年
十

一
月
)
な
ど
で
あ
る
。
本
来

・
仮
登
記
担
保
な
い
し
非
典
型
担

保
が
多
分
に
実
体
法
的
側
面
の
多

い
問
題
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
が
、

事
、
強
制
執
行
法
上
の
処
理
の
問
題
と
な
れ
ば
、
前
記

の
訴
訟
学
者
の
論
稿

に
お
け
る
指
摘

に
加
え
、
そ
の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
を
含
む
。

　

そ
れ
等
に
つ
い
て
は
、
二
仮
登
記
担
保
の
問
題
状
況
三
及
び
三
立
法
論
的
検

(

討
と
著
干
の
提
酋
に
於
て
具
体
的
に
扱
う
。

(
3
)

最
高
裁
大
法
廷
判
決

・
昭
和
四
九
年

一
〇
月
二
三
日

(
民
集

二
一
巻
九
号

二
四
三
〇
ぺ
ー
ジ
)
。

ヘ

へ

(
4
)

確
か
に
仮
登
記
担
保
と
し
て
担
保
的
性
格
の
確
認
は
究
明
さ
れ
た
も

の
の

こ
う
し
た
仮
登
記
担
保
の
存
在
を
め
ぐ
る
実
体
法
で
の
側
面
に
加
え
、
強
制

換
価
制
度
上
で
の
位
置
づ
け
に
は
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
、
中

野

・
前
掲
の
明
確
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
5
)

大
法
廷
判
決
後
の
仮
登
記
担
保
に
関
す
る
反
応
も
多
様
化
し
て
い
る
。
大

法
廷
判
例
に
至
る
迄
の
三

一
例
の
最
高
裁
判
決
の
対
比
と
大
法
廷
判
決
の
持

つ
意
義
を
明
解
に
分
析
し
た
鈴
木

(禄
)
・
仮
登
記
担

保

権
に
つ
い
て
の
判
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例
理
論
の
趨
勢

(
上
)
(
下
)
・
ジ

ュ
リ
ス
ト
五
七
七
号

・
五
七
九
号

(
昭
和

四
九
年

一
二
月

・
五
〇
年

一
月
)
に
始
ま
り
、
高
木

・
仮
登
記
担
保
に
関
す

る
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
つ
い
て

・
判
例
時
報
七
五
九
号

(昭
和
五
〇
年
)
、

椿

11
谷

口
H
岩
城

・
仮
登
記
担
保
大
法
廷
判
決
の
問
題
点

・
商
事
法
務

〔仮

登
記
担
保
の
実
務
研
究
〕
(
昭
和
五
〇
年
三
月
)
、
以
下

い
ず
れ
も
掲
載
誌

・

発
表
年
月
同
じ
。
鈴
木

・
最
高
裁
大
法
廷
判
決
に
於
け
る
い
わ
ゆ
る
仮
登
記

担
保
理
論
、
石
川

・
前
掲
、
篠
原
ー
稲
田
11
水
辺

・
仮
登
記
担
保
判
決
の
取

引
実
務

へ
の
影
響
、
堀
内
・仮
登
記
担
保
判
決
後
の
金
融
取
引
実
務
、
石
田
・

仮
登
記
担
保
判
決
と
仮
登
記
制
度
な
ど
が
あ
る
。
山
田
(卓
)
ー
石
川

・
大
法

廷
判
決
に
よ
る
仮
登
記
担
保
権

の
法
理
の
検
討

(
上
)
(下
)
判
例
タ
イ
ム
ズ

三

一
六

・
三

一
七
号

(
昭
和
五
〇
年
四
月

・
五
月
)
、

そ
し
て
、

椿

・
仮
登

記
担
保
の
実
行
と
清
算
請
求
権
者
、
遠
藤

・
仮
登
記
担
保
と
抵
当
権
規
定
の

準
用
、
玉
田

・
仮
登
記
担
保
の
不
動
産
変
態
担
保

へ
の
影
響
、
高
木

・
動
産

変
態
担
保

へ
の
影
響
、
生
態

・
仮
登

記

担

保

権
と
仮
登
記
制
度
と
の
関
連

性

・
以
上
い
ず
れ
も
法
律
時
報
四
七
巻

=

号
仮
登
記

担

保

権

論
の
展
望

(昭
和
五
〇
年

一
〇
月
)
所
収
、
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

二

仮
登
記
担
保
の
問
題
情
況

　隔

日
本
に
於
け
る
仮
登
記
担
保

(代
物
弁
済
予
約
を
原
因
と
す
る
)

(

(1
)

の
問
題
情
況
-

三
種

の
神
器

の

一
人
歩
き
と
そ

の
肯

認
情
況
-

と

こ
ろ
で
、
代
物
弁
済
予
約
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全

仮
登
記
に
代
表
さ
れ
る
仮
登
記
担
保

に
関
し
て
は
、
学
説

・
判
例

の
努
力

に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
事
実

の
先
行
性
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
事

の
証

左

は
、
各
種
の
実
態
調
査

に
よ

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

第

一
に
、
昭
和
二
七
年
の
不
動
産
登
記
制
度
研
究
会
が
行

っ
た
実
態
調

(
2

)

査

で
は
、
抵
当
権
設
定
総
数
64
件

の
う
ち
、
代
物
弁
済
予
約
の
仮
登
記
が

な
さ
れ
て
い
る
も

の
は
2
件

(権
利
者

・
信
用
組
合
)、
そ
し

て
、

賃

借

権

設
定

の
仮
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
も

の
6
件

(権

利
者

・
信
用
組
合
3
件
、

私
人
2
件
、
無
尽
会
社
1
件
)
の
報

告

が

な
さ
れ

て
い
る
。

し
か
も
、
権
利

者
は
い
ず
れ
も
上
記

の
如
き
信
用
組
合
を
頂
点
と
す
る
と

こ
ろ
に
も
特
色

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
極
く
最
近
、
訴
訟
法
学
者
の
手
で
な
さ
れ
た
精
緻
な
実
態
調

(
3

)

・査
で
は
別
表
1
の
如
き
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
特
色
は
、

所
謂
、
三
種
の
神
器
型
と
も
い
わ
れ
る
、
抵
当
権

+
所
有
権
仮
登
記

+
賃

借
権
仮
登
記
が
群
を
抜
き
、

つ
い
で
、
抵
当
権

+
所
有
権
仮
登
記
の
併
用

型

へ
と
順
次
利
用
度
数
が
逓
減
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
更
に
、

前
記
昭
和
二
七
年
の
実
態
調
査
に
比
較
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
仮
登
記
権

利
者
が
、
ひ
ろ
く
信
用
金
庫
、
地
方

・
市
中
銀
行

へ
と
広
域
化
が
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
仮
登
記
担
保
権
者

の
広
域
化
と
合
わ
せ

て
、
仮
登
記
担
保
、
そ

の
も
の
の
利
用
が
か
な
り
進
ん
で
い
る
こ
と
も
、

右
実
態
調
査

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
指
摘
で
き
る
。

第

三
に
、
前
記
二
種

の
実
態
調
査
を
参
考
に
、
私
個
人
が
大
手
不
動
産

会
社
で
行
な

っ
た

つ
た
な

い
面
接
調
査
の
結
果
か
ら
も
、
か
な
り
の
程
度

仮
登
記
担
保

の
利
用

の
提
携
が
進
ん
で
い
る
情
況
に
接
し
た
。
例
え
ば
、

別
表

2
は
三
種

の
併
用
型

の
設
定
を
求
め
る
T
不
動
産
会
社
の
不
動
産

の

購
売
価
格
表
等
に
附
帯

し
た
担
保

に
関
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容

を
中
心
と
す
る
仮
登
記
担
保
に
関
す
る
面
接
調
査

の
結
果
を
総
合
す
る
と
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強制執行法改正と仮登記担保(→

次
の
こ
と
が
明
確

に
指
摘
で
き
る
。
④
ま
ず
、
仮

登

記

担

保
に
関
し
てへ

は
、
原
因
を
代
物
弁
済
予
約
と
す
る
も

の
で
あ

っ
て
も
、
原
則
と
し
て
担

へ保
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
賃
借
権
の
仮
登
記
に
関
し
て
は
、

や
は
り
抵

当

権

保

護
的
機
能
を
付
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

㈲
た
だ
、

こ
う
し
た
仮
登
記
担
保
設
定
に
関
し
て
は
、
契
約
自
由
は
後
退

し
、
本
契
約

(売
買
契
約
な
い
し
保
証
委

託
契
約
)
と
附
合
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
限
り
で
は
契
約
強
制

で
あ
る
。
の

つ
い
で
な
が
ら
、
本

ヶ
ー
ス
が
住

宅
金
融
に
関
す

る
点
で
他

の
点
に
触
れ
て
お
く
と
、
仮
登
記
担
保

の
設
定

は
借
入
型
態

(金
額
の
多
寡

・
借
入
期
間
)
に
関

係

な
く
な
さ
れ

て
い
る

こ

と
、
更

に
そ

の
人
的
範
囲
に
関
し
て
も
契
約
者
全
員

に
設
定
さ
れ
る
こ
と

が
知
り
得
た
。
そ
し
て
、
調
査
先
の
話
し
で
は
、
種

々
問
題
は
あ
る
と
し

て
も
、
利
用
者

の
金
円
の
貸
出

の
為
の
信
用
保
証
を
銀
行
に
行
う
不
動
産

モ

ヘ

ヘ

へ

会
社
と
し
て
は
、
そ
れ
な
り
の
み
か
え
り

(仮
登
記
担
保
)
は
い
わ
ば
最
低

の
担
保
と
し
て
是
認
さ
れ
る
は
ず
と
の
意

見
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
各
種

の
実
態
調
査
な
い
し
簡
略
な
意
識
調
査
か
ら
得
ら
れ

た
結
果
は
、
そ
の
是
非
は
、

一
応
措
く
と
し
て
も
、
仮
登
記
担
保

に
関
し

て
、
そ
の
意
識

の
面
で
も
実
態
の
面
で
も
か
な
り
定
着
が
み
ら
れ
る
こ
と

は
指
摘
で
き
う
る
情
況
に
あ
る
。

　二

諸
外
国
に
於
け
る
仮
登
記
担
保
-

そ
の
不
存
在

の
情
況
と
流
抵
当

(
禁
止

の
法
制
1

と

こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
日
本
に
於

て
実
態

の
面
で
か
な
り
定
着
が
み
ら

れ
る
仮
登
記
担
保

に

つ
い
て
は
、
諸
外
国
で
の
そ
の
存
否
は
如
何
で
あ
ろ

う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
表
3
諸
外
国
に
於
け
る
仮
登
記
担
保
な

い
し
仮
登
記
法
制
に
関
す
る
比
較
対
照
表
を
参
照
頂
き
た

い
。
比
較
対
照

国
は
フ
ラ
ソ
ス

。
ド
イ
ツ

・
ス
イ
ス

・
オ
ー
ス
ト
リ
ー

・
イ
ギ
リ
ス

・
ア

メ
リ
ヵ

・
イ
タ
リ
ー
、
そ
し
て
日
本
と
い
う
順
序
で
行

い
、
そ
れ
ぞ
れ

に

つ
い
て
、
仮
登
記
制
度

の
存
否
、
仮
登
記
担
保
の
存
否
、
流
抵
当
禁
止

・

制
限
の
存
否
、
そ
し
て
最
後

に
参
考
と
し
て
登
記
制
度

の
若
干
の
内
容
な

ら
び
に
、
強
制
換
価
制
度
上
の
関
連
条
項

の
引
用
及
び
邦
語

の
参
照
文
献

の
各
項
目
毎
に
現
時
点
迄
知
り
得
た
仮
登
記
担
保

に
関
す
る
各
国

の
比
較

(
4

)

対
照
を
企
図
し
た
。

こ
こ
で
集
約
す
べ
ぎ
点
は
、
も
と
よ
り
仮
登
記
担
保

の
存
否

に
し
ぼ
ら

れ
る
が
、
し
か
し
、
事
柄

の
性
質
上
、
問
題
は
、
広
く
各
国
に
於
け
る
担

(
5

)

保
制

度

の
あ
り
方

に
係

る
故
、
余

り
微

視
的
な
集
約

は
避

け
た

い
が
、

こ

の
点
を

一
応

措
く
と
す

れ
ば

、
次

の
如

き

一
般
的
特
微

が

み
ら
れ
る
。

第

一
に
、

フ
ラ

ソ
ス

・
イ
ギ

リ

ス

・
ア
メ
リ
カ

・
イ

タ
リ
ー
に
於

て

は

仮
登

記
制
度
自

体
が
存
在

し
な

い
。

フ
ラ

ソ
ス
で
は
、

一
九
〇

六
年

の
台

帳
委
員

会
が
仮

登
記
制
度

(も
hΦ
講
り叶麟
轡一〇
口
)
を
法
律

予
備

草

案

に
於

て
採

(
6

)

用

し
て

い
た
が
実

施

し
な

か

っ
た
と

い
わ
れ
る
し
、

イ
ギ

リ
ス
に
於
け

る

土

地
登
記
法

(霊

巳

聖

。q
葺

「巴

o
づ
>
g

一
〇
謡
)
に
於

て
も
仮

登

記

制
度

は
存
在

し
な
く

、

ア
メ
リ
カ
で
は
、

一
八
九
七
年

イ

リ

ノ
イ
州

ほ
か

一
九

州
が
任

意

採

用

し
た

ト
レ
ソ

ス
制
度

(↓
o罎
o器

塁
ω榊o
碁
)
と
、
本
来
行

わ
れ

て

い
た

レ

コ
ー
デ

ィ
ソ
グ
制
度

に
よ
る
も
、
仮

登
記
制
度

は
存
在

し

な
く
、
近

代
法
継
受

の
集
約
点

と
も
愛

わ
れ
る
イ

タ
リ
ー
で
も

そ

の
存
在

は
見

い
出

せ
な

い
。

こ
れ

に
対

し
て
、

ド

イ

ッ

・
ス
イ

ス

・
オ
ー

ス
ト

リ
ー
及

び
日
本

に
於
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て
は
仮
登
記
制
度
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
を
内
包
し
な
が
ら
、
現
存
し
て

い
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
で
は
、
明
治
三
二
年
二
月

即
ち
民
法
典
施
行
の
翌
年
、
仮
登
記
制
度
を
完
備
さ
せ
て
お
り
、

こ
の
点

は
、
登
記
制
度

は
フ
ラ
ン
ス
法
制
に
学
び
な
が
ら
、
登
記
簿

に
関
し
て
は

(
7

)

プ

ロ
イ

セ
ソ
方

式

に
倣

っ
た
と
言

わ
れ
る
点

に
そ

の
根

拠
が
存
す

る
と
言

え

よ
う

か
。

第

二

に
以
上

の
如

き
仮

登
記
制
度
自
体

を
有

し
な

い

フ
ラ

ン
ス

・
イ
ギ

リ

ス

・
ア
メ
リ
カ

・
イ

タ
リ
ー
で

は
、
容
易

に
仮

登

記

担
保

(制
度
)
は

存

在
し
な

い
と

い
う
結
論

に
達

す

る
。

た
だ

、
先

に
も

指
摘

し
た
如

く
、

そ

れ
ぞ

れ
の
国

に
於
け

る
他

の
担
保
制
度

と

の
比
較
関

連

で
み
る
べ
き
事

は

い
う
迄

も
な
く
、
と

り
わ
け
、

イ
ギ
リ

ス

・
ア
メ
リ

カ
で
の

モ
ー
ゲ

ッ

ジ

(
ヨ
O
『ゴ
四即
㈹
Φ
)
の
存

在
な
ど

は
、

そ

の
性

格

・
機

能

面

に
注
意
す

る
必

(
8

)

要
が
あ
る
。

こ
れ
等

に
関
し
て
は
諸
家

の
研
究
を
参
照
願
い
た
い
。

と

こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
、
仮
登
記
制
度
を
完
備

し
て
い
る
ド
イ
ツ

・
ス

イ
ス

・
オ
ー
ス
ト
リ
ー

・
日
本

に
於
て
、
仮
登
記
担
保

は
存
在
す
る
か
、

日
本

で
の
事
実

の
先
行
性

(存
在
)
は

幽
に
於
て
指
摘

し
た
点
に
譲
る
が
、

前
三
者

で
は
如
何
。

こ
こ
で
は
、
他

に
考
慮
す
べ
き
要
因
と
し
て
、
流
抵

当
契
約
の
取
扱

い
が
問
題
と
さ
れ
ざ

る
を
得
な
い
。
何
故
な
ら
、
仮
登
記

担
保
は
、
性
質
的

に
は
、
抵
当
権

の
補
充
的
な
い
し
担
保
的
機
能
を
有
し

て
い
る
が
故
に
、
抵
当
権
実
行
に
替
え
て
仮
登
記
担
保

へ
の
移
行
の
為

の

契
約
即
ち
流
抵
当
契
約
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て

は
、
ド
イ
ッ

・
ス
イ

ス
と
も
明
確

に
そ
の
流
抵
当
契
約

の
禁
止

・
制
限
を

打
出
し
て
い
る
。
前
者

は
B
G
B
第

一
一
四
九
条
が
あ
り
、
後
者
で
は
ス

イ

ス
民
法
八

一
六
条
二
項
に
於
て
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
仮

登

記

制

度
自
体
を
有
し
な
い
フ
ラ
ソ
ス

・
イ
ギ
リ

ス
・
ア
メ
リ
ヵ
・イ
タ
リ
ー
で
は
当
然

の
事
と
し
て
、
仮
登
記
制
度
自
体
を

保
有
す
る
ド
イ
ツ

・
ス
イ
ス
に
於
て
も
仮
登
記
担
保

の
存
在
す
る
基
盤
が

存
し
な
い
こ
と
を
見
た
。
但
し
、
以
上
の
各
国

の
比
較
対
照
は
、
特
に
法

律
上
或
い
は
、
日
本
的
な
感
覚
に
基
く
仮
登
記
担
保

の
存
在
の
探
索

の
結

果
で
あ
り
、
斯
国

に
於
け
る
担
保
制
度
の
実
態
或

い
は
、
他
の
類
似
の
担

保
制
度
を
見
極
め
た
上
で
の
集
約
で
は
い
の
で
、

こ
の
点

の
留
保
を
致
し

て
置
き
た
い
。

こ
れ
等
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
仮
登
記
担
保
の
存
在
は

ヘ

へ

極
め
て
、
日
本
に
特
有
な
も

の
で
あ
る
事
が
伺
え
る
。
そ

こ
で
、
次
に
こ

う
し
た
仮
登
記
担
保

に
関
し
て
日
本
の
法
制
は
こ
れ
を
如
何

に
取
組
み
、

処
遇

せ
ん
と
し
た
か
を
日
本

で
の
若
干
の
法
制
を
追

っ
て
問
題
点
と
議
論

の
焦
点
を
明
確

に
し
た
い
。

　三

日
本
に
於
け
る
仮
登
記
担
保
に
関
す
る
法
制
-
国
税
徴
収
法
及
び

(
強
制
執
行
法
改

正
作
業

で
の
取
扱
い
ー

ω

第

一
に
新
国
税
徴
収
法

に
於
け
る
仮
登
記
担
保

の
位
置
づ
け
。
昭

和
三
四
年
四
月
二
〇

日
法

一
四
七
の
新
国
税
徴
収
法

に
於
け
る
仮
登
記
の

(
9

)

取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
迄
の

旧
国
税
徴
収
法
に
依
れ
ば
、
納
税
者
の
財
産
上
に
権
利
移
転

の
請
求
権
保

全

の
仮
登
記
が
存
在
す
る
場
合

に
於
て
滞
納
処
分

に
よ
る
差
押
が
な
さ
れ

て
も
、
後

に
当
該
仮
登
記
に
基
く
本
登
記
が
な
さ
れ
る
と
、
そ
の
順
位
保

全

の
効
力
と
し
て
遡
及
的
に
効
力
が
生
ず
る
為
、
滞
納
処
分

の
効
力
が
失

わ
れ
る
結
果
と
な

っ
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
他

の
変
態
担
保
と
し
て
譲
渡

5S(58)
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担
保

の
場
合
な
ど
と
同
様
に
適
当
で
な

い
と
の
観
点
か
ら
、
そ
の
処
遇
が

大
き
な
問
題
と
な

っ
て
い
た
。
そ

こ
で
答
申

で
は
、

一
つ
に
は
、
納
税
者

の
財
産
上
に
担
保
的
機
能
を
営
む
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
が
存
す
る
と
き

は
、
当
仮
登
記
に
よ
り
保
全
さ
れ
て
い
る
請
求
権
は
、
滞
納
処
分
に
ょ
る

公
売

に
よ
り
消
滅
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
、
二
つ
に
は
、
上
記
の
仮
登
記

も
、
納
税

の
法
定
期
限
前
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
従
来
通
り
租
税

に
優

先

し
、
そ
れ
以
後

の
も
の
に
つ
い
て
は
劣
後
す
る
も
の
と
す
る
こ
と

の
措

置
が
答
申
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
「従

来
、
租

税
の
優
先
的
効
力
を
も

つ
て
し
て
も
ど
う
に
も
し
よ
う
の
な
か

っ
た
と

こ
ろ
に
、
租
税
が
切
り
こ

(
10
)

ん
で
ゆ

こ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る

。
」
と
さ

れ
、
そ

し
て
ま
た
、

こ

の

点

(
11

)

に
つ
い
て
は
、
最
も
議
論

の
あ

っ
た
と

こ
ろ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し

か
も
、

こ
う
し
た
取
扱

い
は
、

一
面
、
譲
渡
担
保
と
同
じ
く
、
請
求
権
保

全

の
仮
登
記
も
、
担
保
的
作
用
を
営
む
こ
と
に
は
疑

い
が
な
く
、
そ

の
意

味

で
は
、

こ
れ
を
抵
当
権
も
し
く
は
質
権
と
同

一
の
基
準

に
従

っ
て
処
遇

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
も
、
充
分
の

理

由

が

あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
請
求
権
保
全

の
仮
登
記
の
態
様
に
は
、
担
保
的
目
的
を
有
す
る
も
の

か
ら
、
そ
の
他
種

々
の
態
様
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
、

処
遇

の
面
で
担
保
的
機
能
を
有
す
る
も
の
の
み
を
よ
り
分
け
る
こ
と
は
簡

単
で
は
な
い
し
、

こ
れ
は

一
面
私
法
学
の
任
務
と
し
て
、

こ
れ
等
の
取
扱

(
12

)

い
を
確

立
す
る
こ
と
が
急
務
と
も
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
の
新
国
税
徴
収
法
案
第
二
章
国
税
と
他

の
債
権
と

の
調

整
第
四
節
国
税
と
仮
登
記
又
は
譲
渡
担
保

に
係
る
債
権
と

の
調
整
第
二
十

(
13

)

二
条

に
於
て
、
仮
登
記
担
保
の
取
扱

い
が
具
体
化
さ
れ
た
。
第

一
は
、
債

務
不
履
行
を
停
止
条
件
と
す
る
代
物
弁
済

の
予
約
に
基
づ
く
権
利
移
転

の

請
求
権
保
全

の
為
の
仮
登
記
そ
の
他

こ
れ
に
類
す
る
担
保

の
目
的
で
さ
れ

て
い
る
仮
登
記
後

の
滞
納
処
分

に
よ
る
差
押
は
、
本
登
記
後
も
、
そ
の
効

力
を
失
わ
な
い
と
し
、
例
外
と
し
て
、
権

利
設
定

(質
権

・
抵
当
権
又
は
優

先
権
)
の
仮
登
記
と
法
定
期
限
前

の
仮

登

記
は
除
外
し
た
。
第
二
に
、
前

記

の
差
押
を
仮
登
記
権
L者
に
通
知
義
務
を
税
務
署
長
に
課
し
、
第
三
に
、

前
記
の
通
知
に
係
る
差
押
に
つ
き
再
調
査

の
請
求

・
審
査
の
請
求
又
は
訴

の
提
起
が
あ

っ
た
場
合
の
当
該
手
続
係
属
中

の
換
価
処
分

の
停
止
を
定

め

た
。こ

こ
に
於
け
る
法
案
と
答
申

の
問
の
大
き
な
相
違
点
は
、
影
響
を
受
け

る
仮
登
記
を
狭
義
の
担
保
的
機
能
を
有
す
る
も

の
に
限
定
し
た
こ
と
と
さ

れ
る
。
従

っ
て
、

こ
れ
等
以
外

の
仮
登
記
で
あ
る
、
挺
保
権

の
仮
登
記
は

む
ろ
ん
、
売
買
契
約
に
基
づ
く
所
有
権
移
転
請
求
権
保
全

の
仮
登
記
、
売

買
に
基
づ
く
所
有
権
移
転

の
仮
登
記
、
債
務
不
履
行
を
停
止
条
件
と
す
る

賃
借
権
設
定
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
は
そ

の
適
用
が
除
外
も
し
く
は
取
扱

(
14

)

い
が
微
妙
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
た
し
、
実
務
界

で
は
、
少
く
と
も
、
そ
の

適
用
範
囲
を
答
申
よ
り
も
著
し
く
縮
少
し
、
経
済
界
の
要
望
を
こ
の
点
で

(
15
)

も
相
当
容
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
評
論
す
ら
見
え
た
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
税
徴
収
法
改
正
作
業
で
の
大
き
な
進
歩

は
、
従
来

の
請
求
権
保
全

の
仮
登
記
を
若
干
の
制
限
の
下

で
は
あ
れ
、
そ

の
優
先
的
効
力
に
対
し
て
、
租
税
徴
収
権
と
の
調
整
に
先
鞭
を

つ
け
た
点

に
あ
る
と
云
え
る
。
そ
し
て
、
派
生
的
問
題
点
と
し
て
、
担
保
的
機
能
を

有
す
る
仮
登
記
に
つ
い
て
の
み
法
二
十
三
条
の
適
用
下
に
置
く
し
た
と

こ
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う
か
ら
、
そ
の
範
囲

・
内
容

・
限
界
が
片
や
、
不
動
産
登
記
法
第

二
条

一

(
16
)

号

・
二
号

の
処
遇
と
も
相
ま

っ
て
議
論
さ
れ
る
素
地
を
提
供

し
て
ゆ
く

こ

と
に
な

っ
た
と
云
え
る
。

②

第

二
に
近
時

の
強
制
執
行
法
改
正
作
業

で
の
仮
登
記
担
保
の
取
扱

い
は
如
何

で
あ
ろ
う
か
。
周
知

の
如
く
、
現
在
迄
の
改
正
作
業
で
は
、
第

(
17
)

一
次
試
案
及
び
第
二
次
試
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
の
取
扱

い

は
別
表
4
に
見
る
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
簡
略
な
が
ら
、
仮
登
記
担
保

に

関
す
る
取
扱

い
の
特
徴
を
示
せ
ば
次

の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、

一
つ
に
は
、
仮
登
記
権
者
を
二
分

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
合

っ
た

手
続
体
系
を
整
備
し
た

こ
と

で
あ
る
。
即
ち
、
債
権
担
保
的
な
仮
登
記
、

所
謂
、
仮
登
記
担
保
権
者
と
、
仮
登
記
権
利
者
で
あ

っ
て
も
全
く
、
債
権

担
保
の
性
格
を
持
た
ぬ
権
利
者
に
二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
於
い
て
、
前
者

で
は
、
通
常
担
保

権

者

(質
権
者
あ
る
い
は
抵
当
権
者
)
に
準
じ
て
取
扱

い

が
な
さ
れ
、
後
者
に
関
し
て
は
、
巨
視
的
に
は
所
有
権
者
に
準
じ
て
立
法

(
18
)

上
の
手
当
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

第
二
に
、
権
利

(担
保
権
)
の
実
行

に
つ
い
て
の
特

異

性

で
あ
る
。
そ

の
原
因
を
代
物
弁
済
予
約
を
原
因
と
す
る
点
に
も
基
因
す
る
が
、
予
約
完

結
権

の
行
使

に
よ
る
所
有
権
者
的
構
成
に
も
考
慮
を
払

い
、
裁
判
所
の
手

に
よ
る
競
売
手
続
に
代
る
仮
登
記
権
者
自
ら
の
手
に
よ
る
換
価
処
分
行
為

の
許
容
と
い
う
面
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
別
表
4
に
見
る
随
意

売
却
と
い
う

(
19
)

方
途

に
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

③

し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
の
強
制
執
行
法
改

正

作

業

で

は
、
仮
登
記
担
保
に
関
す
る

一
定

の
手
当
を
織
り
込
む
事
が
既
定

の
事
実

で
あ

る

こ
と
と
、

ほ
ぼ

、
手
続

処
理
体

系

に
も

せ
よ
、
そ

の
実
定
法

上

の

根
拠

を
許

容

せ
ん
と
す

る
峠

に
現
在

の
日
本

の
法
制

は
さ

し

か

か

り
、

ま

た
、
既
存

の
法
制

と

し
て
、
国

税
徴
収
と

い
う
特
殊
な
分
野

で
は
あ
る

が

、
広
範
な
意
味

で
は
強
制
換
価
制

度

の

一
還

と
し

て
位
置
づ

け
う
る
同

法

の
中

に
は
既

に
仮
登
記

担
保

に
関
す

る
取
扱
根

拠
が
現
存
す

る
と

い
う

事
実

で
あ

る
。

こ
う

し
た
点
は
、
更

に
日
本
法

が
流
抵
当
契
約
禁

止

・
制

限

の
法
制

に
な

い
こ
と
と

相
ま

っ
て
、
事

実

の
先

行
性
が
生

み
出

し
た
非

典

型
担
保

の
処
理
を
、
改

正
作
業

が
、

い
や
が

上

に
も
追
ら
れ

て

い
る
と

い

っ
た
感

じ
が

強

い
よ
う

に
私

に
は
思
わ

れ
る
。

(
1
)

無
論
、
担
保
形
態

の
比
喩
的
表
現
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
用
語
で
は
あ

る
が
、
後
の
本
文
に
引
用
の
実
態

調

査
に
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
通

常
、
抵
当
権
+
所
有
権
移
転
仮
登
記

+
賃
借
権
仮
登
記
の
重
畳
的
担
保
併
用

形
熊
…を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
2
)

昭
和
二
七
年
に
不
動
産
登
記
制
度
研
究
会
と

い
う
学
者
グ
ル
ー
プ
が
行

っ

た
不
動
産
登
記
は
如
何
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
法
律
時
報
二
四
巻
三
号

(昭

和
二
七
年
)
の
実
態
調
査
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス

・
ド
イ
ッ

・
ス
イ
ス

・
イ

ギ
リ
ス

・
ア
メ
リ
カ
そ
し
て
日
本
に
於
け
る
登
記
制
度
の
研
究
が
行
わ
れ
た

こ
と
と
対
応
し
て
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
貴
重
か
つ
興
味
深
い
。
こ
の
頃
か

ら
既
に
仮
登
寵
担
保
の
萌
芽
と
し
て
の
代
物
弁
済
予
約
が
僅
か
な
が
ら
仮
登

記
の
形
態
で
存
し
た
こ
と
は
本
文
に
於
て
見
た
通
り
で
あ
る
。

(
3
)

中
野
、
竹
下
両
教
授
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
昭
和
四
八
年
三
月
既
済

事
件

に
つ
き
行

っ
た
不

動

産

競

売
の
実
態
調
査
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
中

野
肺
竹
下
11
浦
野

・
〈
研
究
会
〉
実
態
調
査
か
ら
み
た
不
動
産
競
売

・
判
例

タ
イ
ム
ズ
三

一
二
号

(昭
和
四
九
年
三
月
)
に
は
本
調
査
の
い
き
さ
つ
経
緯

soCso)
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が
示
さ
れ
、
か
つ
各
調
査
の
分
析
は
精
緻
を
極
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
書

う
に
及
ば
す
、
前
記
昭
和
二
七
年
の
実
態
調
査
が
実
体
法
学
者
の
手
に
な
る

も
の
と
対
比
す
る
と
き
、
本
調
査
が
訴
訟
法
学
者
の
手
に
な
る
こ
と
も
好
対

照
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(
4
)

と
り
わ
け
、
仮
登
寵
担
保
の
存
立
基
盤
と
し
て
各
国
に
於
け
る
仮
登
記
制

度
の
存
在
自
体
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
為
の
検
索
資
料
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
に
於
け
る
場
合
を
除
き
、
以
下

の
邦
語
文
献
資
料
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
ぎ
い
。
な
お
文
献
冠
頭
の
ゴ
チ
ヅ
ク

数
字
は
別
表
3
諸
外
国
に
於
け
る
仮
登
記
担
保
な
い
し
仮
登
記
法
制
に
関
す

る
比
較
対
照
表
の
項
目
の
う
ら
邦
語

の
参
照
文
献
数
字
に
該
当
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
ー
①
星
野

・
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
不
動
産
物
権
公
示
制
度
の

概
観

・
民
法
論
集
二
巻
所
収

(
昭
和
三
二
年
)、
②
関
口

・
登

記

制
度
の
比

較
法
的
研
究
ー

フ
ラ
ン
ス
ー
法
律

時

報
二
四
巻
三
号

(
昭
和

二
七
年
)
。
ド

イ
ツ
法
1
③
鈴
木
(
禄
)
・
ド
イ
ッ
及
び
ス
イ
ス
の
登
記
法

・
抵
当
制
度
の
研

究
所
収

(昭
和
四
三
年
三
月
)
、
④
鈴
木
(禄
)
・
登
記
制
度

の
比
較
法
的
研

究
ー
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
ー
法
律
時
報

二
四
巻
三

号

(
昭
和

二
七
年
)
、

⑤

生

熊

・
仮
登
記

に
つ
い
て
1
物
権

・
債
権
と
い
う
概
念
と
の
関
係
に
於
て
1
法

学
三
六
巻
三
号
(
昭
和
四
七
年
)
、
⑥
好
美

・
言
の
g。
Ω
器
昌

と
そ
の
発
展
的

消
滅

・
一
橋
大
学
研
究
年
報
三

(昭
和
三
六
年
)
。
ス
イ
ス
法
ー
鈴
木
(禄
Y

前
掲
ド
イ
ッ
法
に
於
け
る
文
献
参
照
。
オ
ー
ス
ト
リ
ー
法
-
本
稿
三
立
法
論

的
検
討
と
若
干
の
提
言
に
於
け
る
参
照
文
献
及
び
⑦
有
紀

・
オ
ー
ス
ト
リ
ー

強
制
執
行
法

・
法
務
資
料
四
二

一
号

(
昭
和
五
〇
年
)
参
照
。
⑧
竹
下

・
不

動
産
競
売
に
於
け
る
物
上
負
担
の
取
扱

・
裁
判
法
の
諸
問
題

〔
兼
子
博
士
還

歴
記
念
〕
(
下
)
(
昭
和
四
五
年
三
月
)
。
イ
ギ
リ
ス
法
1
⑨
幾

代

・
英

法
に

於
け
る
不
動
産
取
引
法
と
登
記
制
度

(
一
・
二
)
法

学

協
会
雑
誌

六
八
巻

七

・
八
号
(
昭
和
二
五
年
)
、
⑩
幾
代

・
登
記
制
度
の
比
較
法
的
研
究
ー
イ
ギ

リ
ス
ー
法
律
時
報
二
四
巻
三
号

(昭
和
二
七
年
)
。
ア
メ
リ
カ
法
i
⑪
新
谷
・

登
記
制
度
の
比
較
法
的
研
究
ー

ア
メ
リ
カ
ー
法
律
時
報
二
四
巻
三
号

(昭
和

二
七
年
)
。
イ
タ
リ
ー
法
ー
⑫
風
間

・
イ
タ
リ
ア
民
法
典

・
(
昭
和
四
八
年
)
、

⑬
飯
塚
11
安
弁
・
イ
タ
リ
ア
民
事
訴
訟
法
典
の
翻
訳

(
一
)
～
(
一
三
)
・
上
智

法
学
論
集

一
四
巻
二
号
～

一
八
巻
二
号

(
昭
和
四
六
年
～
五
〇
年
)
。

日

本

法
1
⑭
福
島

・
日
本
に
於
け
る
不
動
産
登
記
制
度
の
歴
史

・
法
律
時
報
二
四

巻
三
号

(
昭
和
二
七
年
)
。
⑮
三
ケ
月

・
強

制

執
行
と
滞
納
処
分
の
統

一
的

理
解

・
民
事
訴
訟
法
研
究
二
巻

(
昭
和
三
五
年
)
。

(
5
)

各
種
担
保
制
度
に
関
す
る
主
要
論
稿
を
掲
記
す
れ
ば
次

の
よ
う
で
あ
る
。

ド
イ
ッ
法
-
米
倉

・
流
通
過
程
に
於
け
る
所
有
権
留
保

・
法
学
協
会
雑
誌
八

圃
巻
五
号

・
八
二
巻

一
・
二
号

(
昭
和
三
九
年
～
四

一
年
)
、
鈴

木

(禄
)
・

抵
当
制
度
の
研
究
所
収
の
諸

論
稿

(
昭
和
四
三
年
四
月
)
、
鈴
木
(禄
)
・
近

代
ド
イ
ッ
に
於
け
る
抵
当
権
法
発
達
史
補
論
-
信
用
抵
当
制
度
の
生
成
に
つ

い
て
ー
概

観

ド
イ
ッ
法

(
昭
和
四
六
年
九
月
)
。
イ
ギ
リ
ス
法
I
R

・
H

・

ブ

ラ
ウ
カ
ー
瞳
道
田

・
ア
メ
リ
カ
商
取
引
法
と
日
本
民

商

法
狂

(担
保
)
・

東
大
出
版
会

(
昭
和
三
六
年
)
、
伊
藤
(
正
)
・
イ
ギ
リ
ス
の
担
保

制

度
に
つ

い
て

・
経
済
連
合
二
〇
、
大
阪
谷

・
動
産
担
保
要
綱
試
案
に
つ
い
て
-
譲
渡

担
保
と
信
託
i
竜
谷
法
学

一
巻
二
号
。

ア
メ
リ
カ
法
-
加
藤
e

・
ア
メ
リ
カ

不
動
産
見
聞
記

・
不
動
産
研
究
五
-
四
、
吉
村
(眸
)
・
ア
メ
リ
カ
不
動
産
権

限
保
険
制
度
と
登

記

制

度

・
法

政
研
究
三
三
巻
二
号
、
日
本
不
動
産
銀
行

部

・
ア
メ
リ
カ
の
住
宅
モ
ー
ゲ

ッ
ジ
貸
付

・
金

融

法

務

事
情
五
六
三
号
、

(
昭
和
四
四
年
)
な
ど
で
あ
る
。

(
6
)

星
野

・
前
掲
①
参
照
。

(
7
)

福
島

・
前
掲
⑭
参
照
。
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(
8
)

こ
の
点
に
関
し
て
は
註

(
5
)
に
引
用
の
モ
ー
ゲ
ッ
ジ
に
関
す
る
論
稿
参

照
。

(
9
)

金
融
法
務
事
情
編
集
部

・
国
税
徴
収
法
案

(国
税
の
優
先
関
係
)
と
現
行

制
度
と
の
比
較

・
金
融
法
務
事
情

二
〇
〇
号

(昭
和
三
四
年
)

一
八
ペ
ー
ジ

以
下
、
吉
国

・
国
税
徴
収
法
案
等
の
提
出
ま
で
ー
そ
の
経
緯
と
改
正
の
必
要

-
金
融
法
務
事
情
二
〇
〇
号

(昭
和
三
四
年
)
九
ペ
ー
ジ
。

(
10
)

我
妻

・
近
代
私
法
と
租
税
の
優
先
的
効
力

・
金

融

法

務

事
情

二
〇
〇
号

(昭
和
三
四
年
)
二
ぺ
ー
ジ
。

(
11
)

我
事
π
・
前
掲
二
。へ
ー
ジ
。

(
21
)

我
一婁

・
前
掲
一一一
。へ
ー
ジ
。

(
13
)

本
稿
で
は
国
税
徴
収
法
改
正
作
業

の
過
程
を
追
う
こ
と
が
必
ず
し
も
そ
の

テ
ー
マ
で
は
な
い
が
、
筆
者
の
知
り
得
た
範
囲
で
は
法
案
は
提
出
さ
れ
る
迄

に
第

二
次
試
案
及
び
そ
の
補
正
、
そ
し
て
第
三
次
試
案
と
い
っ
た
数
次
の
試

案
が
企
図
さ
れ
そ
の
中
で
仮
登
記
の
取
扱
も
蓬
余
曲
折

の
途
を
た
ど

っ
た
こ

と
は
容
易
に
伺
い
う
る
。

(
14
)

岩
田
ー
堀
内
ー
安
武
11
藤
沢
ー
水
野

・
新
国
税
徴
収
法
案
と
銀
行
実
務
-

改
正
後
の
実
務
は
ど
う
対
処
す
べ
き
か
ー
金
融
法
務
事
情
二
〇
〇
号

(
昭
和

三
四
年
)
ご
四
ペ
ー
ジ
、
香
川

・
新
国
税
徴
収
法
案
に
お
け
る
登
記
実
務

に

つ
い
て

・
金
融
法
務
事
情
二
〇
〇
号

(昭
和
三
四
年
)

一
六
ペ
ー
ジ
。

(
15
)

岩
田
畦
堀
内
11
安
武
ー
藤
沢
11
水
野

・
前
掲
二
〇
ぺ
ー
ジ
。

(
16
)

抽
木

・
新
国
税
徴
収
法
案
に
対
す
る
私
見
・金
融
法
務
事
情
二
〇
〇
号
(
昭

和
三
四
年
)

一
三
ペ
ー
ジ
以
下
で
は
、
担
保
的
機
能
を
有
す
る
か
否
か
の
判

定
が
徴
税
機
関
に
よ

っ
て
適
正
に
な
さ
れ
う
る
か
否
か
の
疑
問
の
提
起
を
出

発
点
と
し
て
、
法
二
十
三
条
の
手
続
規
制
の
実
効
性

へ
の
疑
問
を
提
示
し
、

最
終
的
に
仮
登
記
に
関
す
る
現
行
法
秩
序
の
乱
脈
性
を
指
適
し
、
立
法
的
解

決
が
望
ま
れ
る
と
結

ん
で
い
る
。

(
17
)

法
務
省

・
強
制
執
行
法
案
要
綱
案

(
第

一
次
試
案
)
第
二
十
九
強
制
競
売

手
続
に
お
け
る
仮
登
記
権

利
者

の
地
位

(昭
和
四
十
六
年
十
二
月
)
、
な
お

法
務
省

・
強
制
執
行
法
案
要
綱
案

(
第

一
次
試
案
)
に
つ
い
て
の
照
会
に
対

す
る
意
見

(
昭
和
四
七
年
十
月
)

=

九
ペ
ー
ジ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
こ
の

第
二
十
九
に
対
す
る
意
見
は
多
様
を
極
め
て
い
る
が
、
そ
れ
等
の
詳
細

の
検

討
は
本
文
三
に
於
て
行
う
積
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
法
務
省

・
強
制
執
行
法
案

要
綱
案

(
第
二
次
試
案
)
第
七
十
三
他

(昭
和
四
十
八
年
九
月
)
。

(
18
)

法
務
省

・
前
掲
第
二
次
試
案
∵
第
七
十
四
の
4
参
照
。

(
19
)

法
務
省

・
前
掲
第
二
次
試
案
第
九
十
四
仮
登
記
権
利
者
に
対
す
る
随
意
売

却
で
あ
る
。
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強制執行法改正と仮登記担保 ←)

別表1併 用担保の主体別個数(任 意競売のみ)

併用の態
様

抵当権+所 有
権仮登記

抵当権+賃 借
権仮登記

抵当権+所 有権
仮登記+賃 借権
仮登記

所有権仮登記+
賃借権仮登記

主 体 陳 京1大 阪陳 京1大 阪陳 京1大 阪1東 剥 大 阪

個 刈63 741・16s〔4〕1・58t32〔2〕11

会 社15452【28〔 ・〕1・ fi?19
レ 〔・〕t・

銀 行1・7・5 62 715
信用金劇344・13・ 55110
信用組合137251・2 771fi

保r会1 23

そ の 他14 11 4 1

合 計 209 271 192〔1〕 9[4] 368 63〔2〕 8 1

(註)〔 〕内の数字は,賃 借権につき本登記あるもので内数である。
〔申野0竹 下一浦野 ・実態調査からみた不動産競売 判例タイムズNo.312所 収〕

別表2担 保について

住宅金融公庫に対 して,購 入物件に第1順 位の抵当権を 設 定 させていただ きます。

(※Tホ ーム ローソを併用 される場合は当社が第2順 位の抵 当権及び代物弁済予約
の仮登記,停 止条件付賃借権 の仮登記をさせて頂 きます)

求償権の担保
・甲が求償債務を履行 しない ときは,乙 は甲の弁済の全部 または一部に代えて,本

物件 の所有権を取得す ることができるものとしi甲 は本物件について所有権移転

(または保存)登 記の申請 と同時に乙 のために前記代物弁済予約にもとつ く所 有

権移転請求権保全の仮登記申請手続を講ずること。
前記代物弁済予約の完結権は乙 のみが有す るものとし,乙 が予約完結 の意思表

示を した ときは,た だちに本物件 の所有権は乙に移転 し,甲 は本物件についてた

だ ちに乙のために前記仮登記の本登記申請手続を講ず ること。
・甲が求償債務を履行 しないときは,甲 は本物件について標記賃貸借契約事項に も

とづき乙に賃貸 しs乙 は これを賃借するものとし,甲 は本物件について所有権移

転(ま たは保存)登 記 の申請 と同時に乙 のために前記停止条件付賃借権設定 の仮
登記申請手続を講ず ること。

担保権の実行

甲の求償債務 の履行にかえて,乙 は任意に第8条 所定 の抵当権 の実行並びに賃借

権設定 の仮登記の本登記 申請手続を行 うか,ま たは代物弁 済予約完結 の意思表示を

行ない,所 有権移転請求権保全 の仮登記の本登記 申請手続を行 うことができるもの

とし,甲 は異議な くこれに応 じ前記登記手続について乙に協力す ることは もちろん,

賃借権 の効 力が発生 したとき,ま たは代物弁済に よって乙が本物件 の所有権を取得
した ときは,た だちに本物件を乙に明渡す こと。

〔T不動産KK・ 保証委託契約書所収〕
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